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H02G 電気ケーブルまたは電線の，もしくは
光と電気の複合ケーブルまたは電線
の据付け 

注 

（１）このサブクラスは，電力ケーブルまたは電力線，もしく

は光と電気の複合ケーブルまたは電線の据え付けのほかに，通

信ケーブル，通信線または避雷用導体の据え付けを包含する。 

（２）このサブクラスは純粋の光ケーブルを包含せず，それは

グループＧ０２Ｂ６／４６に包含する。［６］ 

（３）このサブクラスにおいて，下記の表現は以下に示す意味

で用いる： 

―“電気ケーブル”は電気導体と組み合わせた光導体，例．フ

ァイバー，からなるケーブルを含む。［６］ 

サブクラス内の索引 

据え付けの主要な型 

内側;頭上;地下または水中 ............... 3/00;7/00;9/00 

特殊な据え付け 

ブスバー;避雷用導体;移動部分 ......... 5/00;13/00;11/00 

ケーブル付属品 .................................. 15/00 

据え付け,保守,修理 ............................... 1/00 

1/00 電気ケーブル，電線の据え付け，保守，修

理または取り外しのために特に用いられる

方法または装置 

1/02 ・架空線，架空ケーブルに対するもの 

1/04 ・・取り付けまたは引張りのためのもの［２

００６．０１］ 

1/06 ・ケーブル布設に対するもの，例．車両上

の布設装置［２００６．０１］ 

1/08 ・・チューブまたはコンジット内を通すも

の，例．押し込みまたは引き込み用のロ

ッドまたは牽引線 

1/10 ・・水中または水底におけるもの 

1/12 ・ケーブルからの絶縁または鎧装を除去す

るためのもの，例．その端部からのもの

［２００６．０１］ 

1/14 ・ケーブルの接続または端末処理のための

もの［２００６．０１］ 

1/16 ・ケーブルの絶縁または鎧装を修理するた

めのもの 

3/00 建物，同様の構造物，または車両の中ある

いは上における，電気ケーブル，電線また

はその保護チューブの敷設（ブスバーの敷

設Ｈ０２Ｇ５／００；高架敷設Ｈ０２Ｇ７

／００；地中または地上の敷設Ｈ０２Ｇ９

／００）［２００６．０１］ 

3/02 ・細部 

3/03 ・・冷却［２］ 

3/04 ・・保護チューブまたはコンジット，例．

ケーブル・ラダーまたは線桶［２００６．

０１］ 

3/06 ・・保護チューブを互にまたはケーシング

に接続するための接続部，例．配電箱の

ためのもの；接続部における電気的連続

性の保障 

3/08 ・・配電箱；接続または接合箱［２００６．

０１］ 

3/10 ・・・壁上の表面取り付けに対するもの 

3/12 ・・・埋込取り付けに対するもの 

3/14 ・・・カバーまたは蓋の箱体への固着 

3/16 ・・・箱体内における電線接続端子の支持

物と構造的に関連するもの［２００６．

０１］ 

3/18 ・・・電線引き出し口を提供するもの 

3/20 ・・・・シーリングローズ 

3/22 ・壁，床または天井を通してのケーブルま

たは電線の敷設，例，建物内への敷設［２

００６．０１］ 

3/30 ・壁，床または天井へのケーブルまたは電

線の敷設［２００６．０１］ 

3/32 ・・クランプを使うもの［７］ 

3/34 ・・別体の保護チューブを使うもの［７］ 

3/36 ・壁，床または天井の中へのケーブルまた

は電線の敷設［２００６．０１］ 

3/38 ・・あらかじめ設置されたコンジット，ま

たはダクト内に敷設されるケーブルまた

は電線［７］ 

3/40 ・・・コンジットまたはダクトの中に別体

の保護チューブを用いるもの［７］ 

5/00 ブスバーの据え付け 

5/02 ・開放据え付け 

5/04 ・部分的閉鎖据え付け，例．ダクト内にあ

り，しかも摺動型または回転型集電に用

いられるもの［２００６．０１］ 

5/06 ・完全閉鎖据え付け，例．金属ケーシング

内にあるもの 

5/08 ・・その接続箱 

5/10 ・冷却［２］ 

7/00 電線または電気ケーブルの架設（ブスバー

の据え付けＨ０２Ｇ５／００）［２００６．

０１］ 

7/02 ・機械的張力を調整しまたは保持する装置，

例．巻取装置 

7/04 ・機械的張力を緩和するための配列または

装置 

7/05 ・電気ケーブルまたは電線のための吊り下

げ配列または装置［３］ 

7/06 ・・独立した支持線に沿う電線またはケー

ブルの吊り下げ，例．Ｓフック［３］ 

7/08 ・・・支持線または電線，ケーブルへ締付

けられる部材［３］ 

7/10 ・・・支持線およびケーブル，電線の双方

の周りに巻き付けられる可撓部材または

繋索［３］ 

7/12 ・並行導体間の距離を保持するための装置，

例．スペーサ 
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7/14 ・電線の機械的振動を減衰させる配列また

は装置，例．騒音の発生を減少させるた

めのもの 

7/16 ・電線またはケーブルから氷雪を除去する

ための装置［２００６．０１］ 

7/18 ・電線またはケーブルが破損した場合に機

械的保護をあたえる装置，例．切れた電

線を受けるための保護網 

7/20 ・棒，柱または塔上の電線またはケーブル

の空間的配列または配置［２００６．０

１］ 

7/22 ・電柱頭部間に吊られた接地線の配列 

9/00 地中，水中または地上，水上における電気

ケーブルまたは電線の据え付け［２００６．

０１］ 

9/02 ・地中，河床中，海底中または地上，河床

上，海底上における直接的布設；そのた

めの覆い，例．タイル 

9/04 ・地上ダクト内のもの；そのためのダクト

またはカバー 

9/06 ・地中管またはコンジット内のもの；その

ための管またはコンジット 

9/08 ・トンネル内のもの 

9/10 ・ケーブル室内のもの，例．マンホール内

またはハンドホール内のもの［２００６．

０１］ 

9/12 ・浮子上または浮子から支持されるもの，

例．水中のもの［２００６．０１］ 

11/00 相対的移動部分間の電気ケーブルまたは電

線の配列［２００６．０１］ 

11/02 ・巻き取りリールまたはドラムを用いるも

の 

13/00 避雷用導体の据え付け；支持構体へのそれ

の固着［２００６．０１］ 

15/00 ケーブル付属品 

15/007 ・機械的ストレスを緩和するための装置

［３］ 

15/013 ・ケーブル導入口の密封手段（ガスまたは

油で充てんされたまたは囲まれたケーブ

ルのための導入口Ｈ０２Ｇ１５／３２）

［３］ 

15/02 ・ケーブル端末（ガスまたは油入りケーブ

ルに対するものＨ０２Ｇ１５／２２） 

15/04 ・・ケーブル端末封止 

15/06 ・・ケーブル終端箱，枠または他の構体［２

００６．０１］ 

15/064 ・・・電気的ストレスを緩和するための装

置をもつもの［３］ 

15/068 ・・・・ケーブルシールドへのみ接続され

るもの（Ｈ０２Ｇ１５／０７２が優先）

［３］ 

15/072 ・・・・コンデンサー型のもの［３］ 

15/076 ・・・複数導体ケーブルのためのもの［３］ 

15/08 ・ケーブル接続（ガスまたは油入りケーブ

ルに対するものＨ０２Ｇ１５／２４）［２

００６．０１］ 

15/10 ・・箱体により保護されるもの，例．配電

箱，接続箱または中継箱によるもの［２

００６．０１］ 

15/103 ・・・電気的ストレスを緩和するための装

置をもつもの［３］ 

15/105 ・・・・ケーブルシールドへのみ接続され

るもの（Ｈ０２Ｇ１５／１０７が優先）

［３］ 

15/107 ・・・・コンデンサー型のもの［３］ 

15/113 ・・・主ケーブル方向において縦に分割さ

れた箱体［３］ 

15/115 ・・・主ケーブル方向において垂直に分割

された箱体［３］ 

15/117 ・・・複数導体ケーブルのためのもの［３］ 

15/12 ・・・変圧器，装荷コイルまたは増幅器を

組み込むもの 

15/14 ・・・・とくに海底ケーブルに適合するも

の 

15/16 ・・・箱体内における電線接続端子の支持

体と機構的に関係のあるもの 

15/18 ・・スリーブで保護されるもの，例．通信

ケーブルに対するもの（２個の部分から

なるカバーＨ０２Ｇ１５／１０） 

15/184 ・・・電気的ストレスを緩和するための装

置をもつもの［３］ 

15/188 ・・・・ケーブルシールドへのみ接続され

るもの［３］ 

15/192 ・・・スリーブ端のための支持手段をもつ

もの［３］ 

15/196 ・・・重ね合わされた絶縁をもつもの［３］ 

15/20 ・ガスまたは油で充てんされたまたは囲ま

れたケーブルに対する付属品（Ｈ０２Ｇ

１５／３４が優先）［３］ 

15/22 ・・ケーブル端末 

15/23 ・・・ケーブル端末封止［３］ 

15/24 ・・ケーブル接続 

15/25 ・・・隔壁接続［３］ 

15/26 ・・膨張容槽；鎖錠頭帽；補助のパイプ線

路 

15/28 ・・非電気的故障の存在または位置を表示

する装置と機構的に関係のあるもの［２

００６．０１］ 

15/30 ・・電気的ストレスを緩和するための装置

をもつもの［３］ 

15/32 ・・ケーブル導入口［３］ 

15/34 ・低温ケーブルのためのケーブル付属品

［３］ 

 


